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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）天然ラテライト中の天然マグネシウム化合物を溶解してラテライト物質中のマグネ
シウム化合物を含む全ての成分を溶解した後に、浸出流(leach stream)のダウンストリー
ム処置によってマグネシウム化合物を形成し、
　ｂ）Na2CO3および／またはCaCO3を添加することによってマグネシウム化合物をマグネ
サイトとして提供する
　工程を含むことを特徴とする、酸を用いたラテライト物質の浸出からのマグネシウム化
合物の単離および製造方法。
【請求項２】
　工程ｂに引き続き、HClを添加することによってマグネサイトを塩化マグネシウムに変
換する工程を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　工程ｂに引き続き、酸を添加し、塩素反応を行うことによってマグネサイトを塩化マグ
ネシウムに変換する工程を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　工程ｂに引き続き、MgCO3をMgOに変換することによりマグネサイトがマグネシアに変換
する温度でか焼して、マグネサイトをマグネシアに変換する工程を含むことを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　ニッケルおよびコバルトを溶液から除去した後に、塩化マグネシウムまたはマグネサイ
トを単離することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、ラテライト物質の浸出からのマグネシウム金属、塩化マグネシウムおよびマグ
ネシウムをベースとした生成物の単離および製造方法、マグネシウムをベースとした生成
物を単離するためのラテライト物質の浸出方法の使用、並びに前述の方法に従って単離さ
れるマグネシウムをベースとした生成物に関する。
【０００２】
従って、ラテライト物質の浸出からのマグネシウムおよび種々のマグネシウムをベースと
した生成物を製造する方法が提供される。
【０００３】
JP54155999では、ニッケル含有鉱石から酸化マグネシウムを抽出するため、CO2を含有す
るガスを当該鉱石のスラリー中に導入する方法が記載されている。NaClをスラリーに添加
し、酸化マグネシウムの抽出を容易にすることを含めた改良がなされている。当該スラリ
ーは、（１）５００～８００℃でニッケル含有鉱石をか焼するか、または当該鉱石中に含
まれるニッケルを選択的に還元か焼してか焼鉱石を得、そしてか焼鉱石を水に添加するか
、あるいは（２）鉱石中に含まれるニッケルを選択的に還元か焼するために５００～８０
０℃に鉱石を加熱してか焼鉱石を得、そこから有用な金属（例えば、ニッケル）を抽出す
るために、か焼した鉱石をイオウを含まないアンモニア水溶液と接触させ、そして得られ
る抽出残渣を水に添加することによって得られる。１つの例では、ニッケル鉱石は５００
～７００℃で１時間か焼された。得られたか焼鉱石は、スラリーを得るために１ｇ／ｌの
NaCl水溶液に添加された。CO2を１０％含む廃ガスをスラリー中に導入してそこから酸化
マグネシウムを抽出した。
【０００４】
WO81/02153では、高純度でかつ表面積の広い酸化マグネシウムの製造が記載されている。
MgSO4を含む金属硫酸塩溶液からのMgOの製造方法が記載されており、この方法は、当該溶
液からMg以外の金属の、例えば水酸化物を沈殿させ、沈殿物と溶液を分離し、硫酸カルシ
ウムを含んだ不純物が沈殿するように、分離した溶液を約１．３５～１．５の比重まで濃
縮し、沈殿物と濃縮溶液を分離し、当該濃縮溶液から無水MgSO4結晶を単離し、そして当
該無水MgSO4結晶を分解してMgOを形成することを含んでなる。従って、マグネシウムとニ
ッケルを含有する鉱石の精練方法が記載されており、この方法は、当該鉱石を粉砕し、粉
砕した鉱石の、水を１０％未満含む硫酸溶液を調製し、酸－鉱石のスラリーに硫酸化反応
を開始するのに十分な量の水を添加し、酸－鉱石の当該スラリーを加熱する硫酸化反応に
おいて加熱することを含んでなり、これによって水溶性金属硫酸塩および不溶性残渣を形
成する。硫酸化生成物を水で浸出して水溶性金属硫酸塩を溶液状態で抽出し、続いて不溶
性残渣と金属硫酸塩溶液を分離する。その後、Mg以外の金属を水酸化物として沈殿させる
。金属水酸化物の沈殿物と溶液を分離し、そして分離溶液を十分に濃縮して、CaSO4を沈
殿させる。その後、濃縮溶液と沈殿物を分離し、無水MgSO4結晶を当該濃縮溶液から単離
する。無水MgSO4結晶を破壊することにより、制御された表面積を有するMgOを形成する。
【０００５】
DE2906808では、ラテライト鉱石、特にマグネシウム含量が高いものからニッケルを単離
する方法を記載している。これは、硫酸で浸出し、それによって分離した浸出溶液を中和
し、重金属を当該溶液から分離することによって行われる。硫酸マグネシウム含有溶液を
少なくとも一部留去し、そして結晶化した硫酸マグネシウムを分離する。二酸化イオウ、
水蒸気および酸化マグネシウムが形成する間、分離した硫酸マグネシウムを還元性雰囲気
中で加熱し、生成した二酸化イオウから硫酸が生成し、浸出工程に戻される。
【０００６】
US5,571,308では、大量のマグネシウムおよび鉄を含むラテライト鉱石からニッケルを単
離する方法を記載している。当該鉱石はサプロライト鉱石(saprolitic ore)と呼ばれ、HC
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l、H2SO4およびHNO3からなる群からの鉱酸を用いる浸出に供される。HClを用いて浸出し
た後、溶解していない固体物質と溶液を分離し、好ましくは当該溶液を、ニッケルを選択
的に吸収する樹脂と接触させることによってニッケルを単離する。当該残渣は鉄および塩
化マグネシウムを含んでおり、当該残渣は、それらの各酸化物および浸出系へ再循環する
遊離HClを生成するように熱加水分解(pyrohydrolysis)に供してもよい。ニッケルは、当
該酸の溶離溶液を用いることによって樹脂から抽出し、次いでニッケルを多量に含んだ溶
離溶液からニッケルを抽出する。
【０００７】
DE3140380では、ニッケル含有酸化(oxidic)供給原料（マグネシウムおよび鉄も含む）の
硫酸浸出によって、酸化マグネシウムとセメントを同時に生成しながらニッケルを単離す
る方法が記載されている。この方法は、７～８．５の間のpH、１００℃未満の温度、およ
び２５％未満の硫酸マグネシウム濃度で、被精製物(refinate)を含む硫酸マグネシウムを
二酸化炭素およびアンモニアと反応させることを含んでなり、ここで場合によっては、炭
酸マグネシウムまたは水酸化物炭酸塩(hydroxide carbonate)が沈殿し、硫酸アンモニウ
ム溶液が形成する。沈殿生成物と硫酸アンモニウム溶液を分離し、当該沈殿生成物をか焼
することにより、酸化マグネシウムと二酸化炭素が形成する。二酸化炭素は沈殿工程に戻
される。焼成したカルシウムを添加することによって当該硫酸アンモニウム溶液から石膏
スラリーが形成し、アンモニアが放出される。アンモニアは次いで、沈殿工程に戻される
。添加物を添加し、石膏スラリーを乾燥し、焼成することにより、セメントクリンカーを
得る。セメント焼成中に生成するイオウ含有ガスをイオウ工場で硫酸に転換し、その少な
くとも一部は浸出供給原料に戻す。
【０００８】
従って、金属を単離するためにラテライト物質を浸出することは新しいプロセスではない
。しかしながら、ニッケル含有ラテライトに関して、浸出したラテライト物質からの標的
金属は現在までニッケルおよびコバルトであった。ニッケルラテライト鉱石からニッケル
および／またはコバルトを単離するために使用される浸出プロセスはまた、他の金属イオ
ンを溶解する。これらのイオンのうちの１つは、とりわけアルミニウムとの合金を作る際
に使用されるマグネシウムである。現在公知の技術を用いれば、マグネシウム製造は高エ
ネルギープロセスである。
【０００９】
従って、本発明は、ラテライト物質の浸出からのマグネシウム金属、塩化マグネシウム、
マグネサイトおよびマグネシウムをベースとした生成物の単離および製造方法に関し、ラ
テライト物質の浸出の間、任意の工程でマグネシウム金属、塩化マグネシウムおよびマグ
ネサイトを単離することを特徴とする。
【００１０】
本発明の方法によれば、天然ラテライト中の天然マグネシウム化合物を溶解した後、マグ
ネシウム金属、塩化マグネシウムおよびマグネサイトが単離される。
【００１１】
本発明の方法はさらに、天然ラテライト中の天然マグネシウム化合物を溶解した後、NaCO

3および／またはCaCO3を浸出溶液に添加することによって、ラテライト物質の浸出におけ
る任意の工程でマグネサイトを製造することを特徴とする。マグネシウムをベースとした
生成物を単離するためのラテライト物質の浸出方法の使用もまた記載されている。
【００１２】
公知のラテライト浸出プロセスでは、ラテライト物質中の酸化マグネシウムは可能な限り
低レベルで維持されている。なぜなら、酸化マグネシウムは加工コストを増大させる要素
であると考えられており、また廃棄物とも考えられているからである。本発明の方法を用
いることによって、ラテライトプロセスにおける任意の工程で有益なマグネシウムをベー
スとした副生成物が生成される。本質的な特徴は、物質中のマグネシウム化合物を含む全
ての成分を溶解するのに十分な酸を添加し、所望の鉱石無機物がこの溶液から抽出される
ようにすることである。マグネシウムをベースとした生成物は、任意のラテライト浸出プ
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ロセスで製造することができる。従って、本発明によって、ラテライト物質を浸出する公
知のプロセスから、以前は廃棄されていた、マグネシウム金属および他のマグネシウムを
ベースとした生成物を単離することが可能となる。MgOは浸出プロセスにおいて酸を消費
し、従ってラテライト物質を浸出する公知の方法によるニッケルおよびコバルトの製造に
おいてコストを増大させると実際考えられているため、MgOは現在可能な限り低レベルに
維持されている。本発明によってラテライト鉱石からマグネシウム金属を製造する際、当
該鉱石は大量のMgOを含み、その結果、より大量のニッケルを生成することが可能になる
だろう。
【００１３】
今日、酸浸出技術は、異なる圧力および温度で操作されている。いくつかの場合では大気
温度および大気圧が使用され、他のプロセスでは高圧および高温が利用されている。
【００１４】
種々の浸出プロセスのいずれかより、マグネシウムが溶液中に存在する場合は、同定した
マグネシウム生成物を本発明に従って製造することができる。
【００１５】
マグネシウムが溶液中に存在する場合、本発明によれば、炭酸ナトリウム（「ソーダ灰」
）が添加され、これによりマグネサイトが生成する。
MgCO3　＋　H2SO4　＋　H2O　→　MgSO4　＋　２H2O　＋　CO2
MgSO4　＋　Na2CO3　→　MgCO3　＋　Na2SO4
【００１６】
以下は、本発明に従って、マグネシウムをベースとした生成物をラテライト物質の浸出か
ら単離する方法の例を示す例示の実施態様である。
【００１７】
実施例１
鉱石のバルクサンプルを混合し、火炉中、１００℃で乾燥する。次いでドラム中で混合す
る。これから１ｋｇの乾燥ラテライト鉱石を取り出し、大気圧でH2SO4中、沸騰温度（１
００℃）で８時間浸出する。水を５００ｇのH2SO4に添加して総体積４リットルのスラリ
ーを得る。液体が固体物質からろ過されるように、浸出溶液をブフナーフィルターでろ過
する。次いで、NaOHを用いて酸液体を２－５－３．５のpHに調節し、不純物を沈殿させる
。Ni、CoおよびMgはこの時点で溶液中に存在している。液体を固体物質から再びろ過する
。５００ｍｌの液体をフラスコに通し、マグネチックミキサーで攪拌する。液体の表面下
に２５ｇ／ｌのNa2Sをピペットで移す。これにより、硫化水素の供給源として硫化ナトリ
ウムを用いて溶液からNiおよびCoを沈殿させ、NiおよびCoの混合硫化物が形成される。固
体物質から液体をもう一度ろ過する。Na2O2を添加することによってpHを４．５まで増加
させる。これによって少量の不純物が沈殿し、この時点でMgは溶液中に存在している。次
いで、固体物質から液体をろ過する。MgCO3を沈殿させるため、Na2CO3を添加し、pHを６
．０より下とする。MgCO3をろ過し、乾燥する。さらに精製するため、H2SO4を再度添加し
、MgCO3をNa2CO3で再度沈殿させる。
【００１８】
MgOの生成
火炉中、約９００℃でMgCO3をか焼する。CO2は放出され、Na2CO3を用いてMgCO3を沈殿さ
せるために再度使用される。これによってMgOが沈殿する。
【００１９】
MgCl2の生成
３５％MgCl2溶液を形成するためにMgOをHClに溶解する。沸騰による体積減少に基づく過
飽和を用いることにより、水和MgCl2が当該溶液から結晶化する。
【００２０】
実施例２
Mgを２．４％含む乾燥ラテライト物質４５０ｇを濃硫酸２２５ｇと混合し、総体積が１．
５リットルとなるように水を添加する。このスラリーを圧力下、２５５℃で３時間浸出す
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る。反応が終了すると、加圧オートクレーブを室温まで冷却し、反応したスラリーを取り
出す。次いで、当該スラリーをブフナーフィルターでろ過して液体と固体物質を分離する
。５００ｍｌのろ液をガラス容器に移し、攪拌する。再循環／中和パラメーターをシミュ
レートするために、当該液を約１００ｇの固体硫酸マグネシウムでドープして、２０ｇ／
ｌのMgからなるものとレベルを等しくする。NaOH溶液を用いてpHを２．０まで増加させる
。次いで、硫化ナトリウム溶液を添加してNiおよびCoを硫化物として除去する。得られる
スラリーをろ過する。次いで、硫化物沈殿工程からの溶液を５ｇの固体MgOで処理して、p
Hを４．５まで増加させ、かつ当該溶液のMg含量を増加させる。次いで、３０ｇの過酸化
ナトリウムを当該溶液に添加し、一方で少量の硫酸を添加することによってpHを同レベル
に保持する。これによって、溶液のORPがAgClに対して約６５５mVまで増加し、鉄のよう
な不純物を効率的に沈殿させることが可能となる。得られるスラリーをろ過する。
【００２１】
次いで、前述の工程からの液体を、１００ｇ／ｌの炭酸ナトリウムからなる６７０ｍｌの
溶液で処理する。pHが９．０～９．５に達するまでこれを添加する。マグネシウムは炭酸
マグネシウム（マグネサイト）として液体から効率的に沈殿する。得られるスラリーをろ
過して液体から固体物質を分離する。この手順を使用することによって、約３０ｇの乾燥
炭酸マグネシウムが生成した。
【００２２】
塩化マグネシウムを生成するために、２０ｇの炭酸マグネシウムを７５ｍｌの濃HClと反
応させる。炭酸マグネシウムを溶解するためにこの混合物をホットプレート上の容器中で
加熱攪拌する。次いで当該溶液をろ過する。過飽和によって塩化マグネシウム結晶を沈殿
させるため、透明なろ液を沸騰させる。得られるスラリーをろ過する。この手順を使用す
ることによって、２０ｇの固体塩化マグネシウムが生成した。
【００２３】
酸化マグネシウムを生成するために、５ｇの炭酸マグネシウムを溶融試金るつぼに添加す
る。次いで、この物質を９００℃で２時間火炉に移す。二酸化炭素を除去し、残存する固
体物質は酸化マグネシウムである。結果として、約２．４０ｇの酸化マグネシウムが生成
した。
【００２４】
従って、本発明は、ラテライトニッケル鉱石の加工からマグネシウム金属およびマグネシ
ウムをベースとした生成物を製造する方法を記載する。ラテライトニッケル鉱石の加工で
はマグネシウムは溶液中にあり、次いで本発明による沈殿によってマグネシウムをベース
とした生成物およびマグネシウム金属を生成することができる。これは注目すべき進歩を
表しており、マグネシウムの他の製造方法と比較してコストの大幅な節約になる。マグネ
シウム金属は、とりわけ天然マグネサイトまたは海水から生成される。マグネシウム金属
の製造に要する高コストは、どのようなプロセスもマグネシウムイオンのホストからの放
出を必要とし、そしてマグネシウムイオンの溶解を必要とすることが多いせいである。マ
グネシウムがラテライト物質の公知の浸出プロセスで溶解させられるという事実は、本発
明による廃棄物質からのマグネシウム製造が経済的に非常に好ましいことを意味する。任
意の従来の浸出プロセスに従ってマグネシウムを溶解した後、本発明に従って、Na2CO3お
よび／またはCaCO3を添加するか、あるいは電着または電気分解することによってマグネ
シウムを沈殿させる。マグネサイトはとりわけセメントの添加物として使用され、マグネ
サイトレンガがほとんどの工業炉で使用されている。公知の浸出プロセスでは、供給原料
中にMgOを含まないようにする試みがなされる。なぜなら、MgOはニッケルおよびコバルト
の製造コストを増加させるからである。技術の変化、主としてプロセスのオートクレーブ
部分における変化は、ニッケルおよびコバルトの製造にとって、従って、本発明によるマ
グネシウム金属、塩化マグネシウム、マグネサイトおよびマグネシウムをベースとした生
成物の製造にとって、浸出プロセスを経済的により好ましいものにしたのである。
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